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(注) １ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

２ 純資産額及び総資産額の算定にあたり、第２期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準適用指針第８号）を適用しております。 

３ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり当期純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」（以

下、「１株当たり情報」という。）の算定に当たっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業

会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４

号）を適用しております。 
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⑧



 
(注) 清算事由、支払不能事由又は規制事由 

   清算事由： 

（ⅰ）日本法に基づき当行の清算手続が開始された場合、又は(ⅱ）日本の管轄裁判所が、（a）破産法に基

づき当行の破産手続開始の決定を行った場合、もしくは（b）会社更生法に基づき当行の事業の全部の廃止を

内容とする更生計画案の作成を許可した場合 

   支払不能事由： 

当行について、（ⅰ）破産法における支払不能が発生した場合、(ⅱ）当行の負債（基本�

謎汐I9なを鉱B���
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資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第６条に基づ

き、当行の貸借対照表の社債(恆ﾖﾌ社高�Lﾖす�









































































ⅱ) 普通株式の分割又は普通株式の無償割当てを行う場合（自己株式の処分を行う場合を含

む。） 

調整後取得価額は、株式の分割又は無償割当てのための基準日の翌日以降、これを適用す

る。 

ただし、剰余金の額を減少して資本金の額を増加することを条件としてその部分をもって株

式の分割又は無償割当てを行う�,ﾉZｨｨIiH,ﾙk8�ｨI9h,H,ﾈ+ﾘ-�,ﾊをもらﾎ後/yh-橇刑?ｨｶ;ﾘ!B 













(7) 一斉取得 

（平成20年６月26日開催の定時株主総会および第三種優先株式にかかる種類株主総会における定款の一

部変更により、第五種優先株式の一斉取得に関する規定をすべて削除しております。） 

当行は、平成21年３月30日までに取得請求のなかった本優先株式を、平成21年３月31日をもって取得

し、これと引換えに、１株につき2,000円を平成21年３月31日に先立つ45取引日目に始まる30取引日

（終値のない日数を除く。）の東京証券取引所における株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の1,000分の１の値の平均値（円位未満小数

第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）で除して得られる数の普通株式を交付する。た

だし、この場合、当該平均値が910円50銭を下回るときは、2,000円を910円50銭で除して得られる数の

普通株式を交付する。 

上記の普通株式数の算出に当たって１株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に定める方法

によりこれを取り扱う。 

  
６ 第一回第六種優先株式の内容は次のとおりであります。 

(1) 優先配当金 

①優先配当金 

当行は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された本優先株式を有する株主（以下「優先

株主」という。）又は本優先株式の登録株式質権者（以下「優先登録株式質権者」という。）に対

し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普

通登録株式質権者」という。）に先立ち、本優先株式１株につき年210円90銭の金銭による剰余金の

配当（以下かかる配当により支払われる金銭を「優先配当金」という。）を行う。ただし、平成20年

3月31日を基準日とする優先配当金の額については、１株につき80円68銭とする。また、当該事業年

度において下記

度におぎこ本優先株）繭「優先登録株式質犬）わ除ぜり支砿の金銭による剰余叫る配廛先
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(5) 【所有者別状況】 

① 普通株式 

平成20年３月31日現在 

 
  

② 第一回第二種優先株式 

平成20年３月31日現在 

 
  

③ 第一回第三種優先株式 

平成20年３月31日現在 

 
(注) 「個人その他」の9,300単元は自己株式9,300千株に係るものであります。 

  

④ 第一回第四種優先株式 

平成20年３月31日現在 

 
(注) 「個人その他」の79,700単元は自己株式79,700千株に係るものであります。 

  

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)
単元未満
株式の状況

(株)

政府及び 
地方公共 
地方公共 拉共





④ 第一回第四種優先株式 

平成20年３月31日現在 

 
  

⑤ 第一回第五種優先株式 

平成20年３月31日現在 

 
  

⑥ 第一回第六種優先株式 

平成20年３月31日現在 

 
  

(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成20年３月31日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

平成20年３月31日現在 

 
(注)~~無議決権株式のうち、第一回第三種優先株式9,300,000株、第一回第四種優先株式79,700,000株及び第一回第五種

優先株式150,000,000株は自己株式であります。 

  

































































連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

(自 平成18年４月１日   連捲�a8�7�  























 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

(16)外貨建資産・負債の換算基準 

当行の外貨建資産・負債及び海外

支店勘定は、取得時の為替相場によ

る円換算額を付す関連会社株式を除

き、主として連結決算日の為替相場

による円換算額を付しております。 

連結子会社の外貨建資産・負債に

ついては、それぞれの決算日等の為

替相場により換算しております。 

(16)外貨建資産・負債の換算基準 

同�+x��

当行及びﾙ1�

刻旨れる社のﾈﾈ外のEt4







 
  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

(19)消費税等の会計処理 

当行及び国内連結子会社の消費税

及び地方消費税(以下「消費税等」

という)の会計処理は、税抜方式に

よっております。なお、有形固定資

産に係る控除対象外消費税等は発生

した連結会計年度の費用に計上して

おります。 

(19)消費税等の会計処理 

     同左 

(20)手形割引及び再割引の会計処理 

手形割引及び再割引は、業種別監

査委員会報告第24号に基づき金融取

引として処理しております。 

(20)手形割引及び再割引の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

産に軍紗斧

つい�,ﾐ依@引とｙり資



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度当����ﾘ妺�顰m�軏�=��蝠ﾏ杭Eﾏ構専事亊寺�d要年本���



 
  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

  

（固定資産の減損に係る会計基準における資産のグル

ーピングの方法の変更） 

 当行の連結子会社である三菱ＵＦＪニコス株式会社

は、株式会社ディーシーカードとの合併を契機とし

て、資産のグルーピング単位を、クレジット事業に係

る資産全体についてクレジット事業グループとするグ

ルーピングから、管理会計上の区分として継続的な収

支の管理・把握を実施している各事業単位を基本とし

たグルーピングに変更しております。この変更は、合

併に伴い業務システムの選別を行ったこと及び構造改

革の実施を行うことなどに伴う変更であります。~ 

 なお、この変更により経常利益は1,085百万円増加

し、税金等調整前当期純利益は4,174百万円減少してお

ります。~ 





(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
(1)「連結調整勘定償却額」は「のれん償却額」又は

「負ののれん償却額」に含めて表示しております。 





追加情報 

  

 
  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

（事業区分の変更） 

 従来、区分表示しておりました「証券業」の区分につ

きましては、平成17年７月に連結子会社の三菱証券株式

会社(現 三菱ＵＦＪ証券株式会社)が株式会社三菱東京

フィナンシャル・グループ(現 株式会社三菱ＵＦＪフ

ィナンシャル・グループ)の直接出資子会社となって表示しております。 

菱ＵＦＪニコス株式会社)が連結子会社となっ

伴い、当連結会計年度より、従来「その他」の区分に含

まれていた「クレジットカード業」を区分して開示して

おります。 

――――――
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前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

当連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

※10 有形固定資産の減価償却累計額a1,208,464百万円 ※10 有形固定資産の減価償却累計額a1,192,096百万円 



(連結損益計算書関係) 

  

 
  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

※１ その他経常収益には、リース業を営む連結子会社

に係る受取リース料156,856百万円、株式等売却益







Ⅱ 当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(単位：千株) 

 
注１ 第一回第六種優先株式の増加1,000)    

........













    

の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社、破綻懸

念先とは、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社であります。要注意先とは、

今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先

及び要注意先以外の発行会社であります。 

  

























    

(6) クレジットデリバティブ取引(平成20年３月31日現在) 

  

 
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 

２ 時価の算定 

割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。 

３ 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。 

  

(7) その他(平成20年３月31日現在) 

  

 
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 

２ 時価の算定 

オプション価格計算モデル等により算定しております。 

  































【海外経常収益】 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 







(開示対象特別目的会社関係) 

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１ 開示対象特別目的会社の概要及び開示

















３ 「前期末残高」及び「当期末残高」欄の( )書きは外貨建社債の金額であります。 
４ 「前期末残高」及び「当期末残高」欄の[ ]書きは、１年以内に償還が予定されている金額であります。 
５ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。 
  

 
  

【借入金等明細表】 





 
  

前事業年度末
(平成19年３月31日)

当事業年度末 
(平成20年３月31日)

区分
注記 
白豪L 
当�









③ 【株主資本等変動計算書】 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本 

合計
資本準備金

資本剰余金 

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計海外投資等 

損失準備金

行員退職 

手当基金
別途積立金

繰越利益 

剰余金





重要な会計方針 

  

 
  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度

１ 特定取引資産・負債の評

価基準及び収益・費用の

計上基準 

 金利、通貨の価格、有価証券市場に

おける相場その他の指標に係る短期的

な変動、市場間の格差等を利用して利

益を得る等の目的(以下「特定取引目

的」という)の取引については、取引

の約定時点を基準とし、貸借対照表上

「特定取引資産」及び「特定取引負

債」に計上するとともに、当該取引か

らの損益(利息、売却損益及び評価損

益)を損益計算書上「特定取引収益」

及び「特定取引費用」に計上しており

ます。 

 特定取引資産及び特定取引負債の評

価は、時価法により行っております。 

同左 

２ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 有価証券の評価は、満期保有目的



  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度

(2) 金銭の信託において信託財産を構

成している有価証券の評価は、上記

１及び２(1)と同じ方法により行っ

ております。 

  なお、運用目的及び満期保有目的

以外の金銭の信託の信託財産の構成

物である有価証券の評価差額につい

ては、全部純資産直入法により処理

しております。 

(2)~     同左 

~ 

３ デリバティブ取引の評価

基準及び評価方法 

 デリバティブ取引(特定取引目的の

取引を除く)の評価は、時価法により

行っております。 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

有形固定資産の減価償却は、定率

法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

  建物：15年～50年 

  動産：２年～20年 

(1) 有形固定資産 

  有形固定資産の減価償却は、定率

法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

 建物：15年～50年 

 動産：２年～20年 

(会計方針の変更) 

 平成19年度税制改正に伴い、平成

19年４月１日以降に取得した有形固

定資産のうち建物（建物附属設備を

除く）以外については、改正後の法

人税法に基づく償却方法により減価

償却費を計上しております。 

 また、建物（建物附属設備を除

く）については、平成19年度税制改

正を契機に、残存当 事 業 如 に �

据,ﾈﾋ��&@





  

 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度

７ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  貸倒引当金は、予め定めている資

産の自己査定基準及び償却・引当基

準に則り、次のとおり計上しており

ます。 

(1) 貸倒引当金 

  貸倒引当金は、予め定めている資

産の自己査定基準及び償却・引当基





(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度

(7)~偶発損失引当金 

  偶発損失引当金は、オフバランス

取引等に関して偶発的に発生する損

失に備えるため、将来発生する可能

性のある損失の見積額を計上してお

ります。 

(7)~偶発損失引当金 

  偶発損失引当金は、オフバランス

取引等に関して偶発的に発生する損

失に備えるため、将来発生する可能

性のある損失の見積額を計上してお

ります。 

（追加情報） 

旧株式会社東京三菱銀行と旧株式

会社ＵＦＪ銀行のシステム統合の計

画が具体化したことに伴い、旧株式















 
  

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

当事業年度末 
(平成20年３月31日)





(損益計算書関係) 

  

 
  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成9y[ﾙ�ﾃ来鯑













(１株当たり情報) 

  

 
  

(注) １ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
  

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
  

  



(重要な後発事象) 

  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度

――――― 

  

 当行は、平成20年４月28日開催の取締役会において、

当行の連結子会社であるaTokaiaPreferred









第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
  

事業年度 ４月１日から３月31日まで 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ――― 

株券の種類 当行は株券を発行しておりません。

剰余金の配当の基準日 
９月30日 
３月31日 

１ 単 �







第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当ありません。 
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平成20年６月26日
 

株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行 

 

  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」



 

  

平成19年６月27日
 

株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行 
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